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「ハンセン病問題基本法」を制定し、国立ハンセン病療養所の地域への開放及び医

療・福祉の充実を求める意見書 

 

 第１３６回通常国会において「らい予防法の廃止に関する法律」が成立、施行され、１

０年余が経過した。「らい予防法」の廃止に当たって、衆参両院において全会一致で採択さ

れた国会決議では、政府に対して、高齢化・後遺障がい等の実態をふまえて医療や福祉に

万全を期すこと、また、正しい知識の普及と啓発活動など差別･偏見の解消に一層努力する

ことなどを求めている。 

 また、厚生労働副大臣を座長とする「ハンセン病問題対策協議会」では、厚生労働省は

１３の国立ハンセン病療養所入所者が在園を希望する場合には、その意思に反して退所、

転園させることなく、終生の在園を保障するとともに社会の中で生活するのと遜色ない水

準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行なうよう最大限努めることを確

認している。 

 しかし、「らい予防法廃止法」を唯一の根拠とする現在のハンセン病施策では、ハンセン

病療養所は地域・国民に開放することなく閉ざされたままの施設であり、また、入所者が

毎年減少する中、ハンセン病療養所施設長などが平成１８年 4月にまとめた「国立ハンセ

ン病療養所の将来状況と対策の研究」では、療養所の統廃合を示唆するような報告も出さ

れる状況となっており、入所者の平均年齢が７８歳を超えた現在、ハンセン病患者への医

療・福祉体制の強化は急務の課題となっている。 

よって国におかれては、ハンセン病問題の真の解決を図るため、下記の事項を行うよう

強く要望する。 

 

記 

 

１．「らい予防法廃止法」を廃止し、｢ハンセン病問題基本法(仮称)｣を制定すること。 

２．療養所の将来のあり方については、入所者・職員・地域住民など関係者の意見を尊重

し、地域・国民のための医療・介護施設として広く発展・開放させること。 

３．ハンセン病療養所の医療･看護・介護体制の強化をはかること。 

４．ハンセン病問題に対する差別・偏見の解消に一層努力すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２０年２月２９日 

高 山 市 議 会 


